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江
戸
時
代
の
離
縁
状
を
読
む
协
２
卐 

解
説 

  

２
回
目
の
め
あ
て 

 (

１)  

練
習 

(

２)  

定
型
句
の
練
習 

(

３)  

林
家
文
書 

(

４)  

宿
題 

 

一 

練
習 

 

・
閲
覧
室
は
ご
利
用
に
な
ら
れ
た
で
し
Ỹ
う
か
。 

 

・
古
文
書
学
習 

繰
り
返
し
ữ
自
主
性 

→

閲
覧
室
の
利
用 

 

お
す
す
め
の
離
縁
状 

文
書
番
号 

 

・
山
口
家
文
書 

№
八
七
六 

 

・
杉
浦
家
文
書 

№
九
一 

 

・
松
岡
家
文
書 

№
三
六
三
五 

 

・
⾧
島
家
文
書 

№
二
〇
〇
五 

 

・
森
田
家
文
書 

№
四
七
九
四
・
五
二
九
五
・
六
三
九
六
・
七
六
九
七 

 

・
新
井
家
文
書 

№
二
四
五
九
・
二
九
五
〇 

 

・
会
田
家
文
書 

№
三
六
四
五 

 

・
加
藤
家
文
書 

№
四
一
二
・
一
一
六
七 

・
福
島(

圭)

家
文
書 

№
七
七 

 

・
武
笠(

昇)

家
文
書 

№
九
〇 

 
 

 

２
階
で
請
求
す
れ
ば
、
手
に
取
ỵ
て
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

  

・
請
求
方
法 

 

 

２
階
閲
覧
室
で
実
物
を
手
に
取
ỵ
て
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。(

※
複
製
が
あ
る
も
の
は
複
製
の
利
用
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。) 

 

資
料
を
探
す
た
め
の
お
問
い
合
わ
せ
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
資
料
を
探
す
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。 

お
気
軽
に
お
声
か
け
く
だ
さ
い
。 

当
館
の
資
料
の
古
文
書
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
も
一
部
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
当
館
資

料
の
古
文
書
の
読
み
方
が
２
、３
文
字
ど
う
し
て
も
、わ
か
ら
な
い
」な
ど
で
す
。一
緒
に
お
調
べ
し
ま
す
。 

※
「
古
文
書
を
ま
る
ま
る
読
ん
で
く
だ
さ
い
」
の
よ
う
な
ご
依
頼
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。
辞
書
や
読
み
方

解
説
本
の
ご
案
内
と
な
り
ま
す
。 
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③試しに『古沢家文書目録Ⅲ』の交通の部を見てみましょう。 

左側から、文書番号、年代、表題、差出人、宛所、文書の形態 

の順に情報が並んでいます。 

一番上の文書が見たい場合、利用票に「古沢家 23922」「人馬之儀也

助郷取究ニ付議定書」と書けば見ることができます。 
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※
必
須
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

p6501121＠
pref.saitam

a.lg.jp 

※
閲
覧
室
内
は
鉛
筆
の
み
使
用
可 
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二 
定
型
句
の
練
習 

 

・
お
さ
ら
い
も
か
ね
て 

１
回
目
と
定
型
文
言
と
く
ず
し
を
比
較
し
て
み
ま
し
Ỹ
う
。 

 

・
離
縁
状
の
主
な
書
式 

 
 

１ 

事
書(

表
題) 

 
 

２ 

本
文(

離
婚
文
言) 

 
 

３ 

本
文(

再
婚
許
可
文
言) 

 
 

４ 

文
末
表
現(

結
び
の
表
現
、
日
付
、
差
出
㊞
・
宛
先) 

 

・
離
縁
状
の
主
な
書
式
の
例 

 
 

１ 

事
書(

表
題) 

「
一
札
之
事
」(

林
家
文
書
№
三
〇
三
七) 

・「
送
一
札
之
事
」(

林
家
文
書
№
五
二
九
八) 

 
 

 

「
離
縁
状
之
事
」(

林
家
文
書
№
三
〇
三
八) 

 

「
離
別
一
札
之
事
」(

林
家
文
書
№
三
〇
四
〇) 

 

「
り
エ
ん
ち
や
う
」(

森
田
家
文
書
№
六
七
七
八) 

 

「
去
状
之
事
」(

加
藤
家
文
書
№
四
一
二) 

 

 
→

そ
の
他 

事
書
が
無
い
も
の
等
も
あ
る
。 
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２ 

本
文(

離
婚
文
言) 

「
一
其
許
儀
双
方
以
熟
談
此
度
離
別
致
遣
し
申
候
」(

林
家
文
書
№
三
〇
三
七) 

 

「
一 

其
許
事
我
等
女
房

ニ
貰
請
候
処
不
相
応

ニ
付 

(

林
家
文
書
№
三
〇
三
八) 

 
 

 
 

 
 

 

此
度
双
方
納
得
之
上
及
離
縁
候
」 

 

「
一 

こ
の
を
ん
な
ふ
ら
ち

ニ
付
も
う
と
う
か
ま
へ
無
御
座
候
」(

森
田
家
文
書
№
六
七
七
八)  

「
一
子
無
之
婬
事
を
好
み
身
為
ニ
不
相
成
候
ニ
付
離
別
い
た
し
候
」(

加
藤
家
文
書
№
四
一
二)  

そ
の
他 

「
双
方
和
談
ノ
上
離
別
致
候
」、「
此
度
不
縁
二
付
暇
差
遣
申
候
」、「
悪
縁
二
付
離
別
仕
候
」、「
無

縁
致
候
ニ
付
」、
な
ど
な
ど 

〇
離
婚
理
由→

あ
ま
り
詳
し
く
書
か
な
い
。
つ
づ
く
再
婚
許
可
に
障
ら
な
い
よ
う
に
。 

〇
「
双
方
」「
熟
談
」「
和
談
」「
離
別
」「
離
縁
」「
悪
縁
」「
無
縁
」→

同
じ
よ
う
な
言
葉
、
漢
字
頻
出
や 

類
語
を
覚
え
る
、
類
語
を
想
定
す
る
。 
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３ 

本
文(

再
婚
許
可
文
言) 

「
此
末
何
方
江
縁
付
候
共
少
茂
構
無
御
坐
候
」(

林
家
文
書
№
三
〇
三
七) 

 

「
然
ル
上
ハ
何
レ
江
縁
付
候
と
も
少
も
差
構
無
之
候
」(

林
家
文
書
№
三
〇
三
八) 

 

 

「
此
末
何
方
江
縁
付
候
共
一
切
構
無
御
座
候
」(

加
藤
家
文
書
№
四
一
二) 

 

 

「
ど
こ
の
い
す
く
へ
ゑ
ん
ず
く
と
も
ス
こ
し
も
か
ま
イ
す
申
候
」(

森
田
家
文
書
№
六
七
七
八) 

 

 
 

→

濁
点
な
ど
を
補
う
必
要
が
あ
る 

ひ
ら
が
な
書
き
で
の
特
徴 
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４ 

文
末
表
現(

結
び
の
表
現
、
日
付
、
差
出
・
宛
先) 

「
依
而
離
縁
状
如
件
」(

林
家
文
書
№
三
〇
三
七)  

 
 

「
為
後
日
送
リ
一
札
依
而
如
件
」(

林
家
文
書
№
五
二
九
八) 

 
 

「
為
後
日
一
札
」(

森
田
家
文
書
№
六
七
七
八) 

 

「
仍
而
離
別
一
札
如
件
」(

加
藤
家
文
書
№
四
一
二) 

 

〇
数
字
・
助
数
詞 

 

・
助
数
詞 

年
月
日 

年
(
ね
ん
) 

歳(

ね
ん) 

月
(
げ
つ
) 

日
(
ひ
) 

閏
(
う
る
う
) 

暦
(
れ
き
) 

時
間 

刻
(
こ
く
) 

時
(
と
き
) 

割
合 

割(

わ
り) 

分(

ぶ) 

厘
・
り
・
ん(

り
ん) 

毛
(
も
う
) 

 

重
さ 

貫
・
〆(

か
ん) 

貫
目(

か
ん
め) 

匁
(
も
ん
め
) 

匁
目(

も
ん
め) 

量 

石(

こ
く) 

斗(

と) 

升(

し
Ỹ
う) 

合(

ご
う) 

勺
・
タ(

し
Ỷ
く) 

才(

さ
い) 

弗(

ふ
つ) (

１
０
進
法) 

 

俵(

ひ
Ỹ
う) 

貨
幣(

金) 

両(

り
Ỹ
う) 

分(

ぶ) 

朱(

し
ỷ)(

４
進
法) 

貨
幣(

銀) 

貫(

か
ん)  

匁(

も
ん
め) 

分(

ぶ) 

厘
(
り
)(

１
０
貫
文
ữ
千
匁 

１
匁
以
下
１
０
進
法) 

貨
幣(

銭) 

銭(

せ
ん) 

貫(

か
ん)

・
貫
文(

か
ん
も
ん) 

疋(

ひ
き) 

文(

も
ん) 

(

１
貫
文
ữ
千
文 

１
疋
ữ
１
０
文) 

→

価
値
は
一
定
で
は
な
い
。 

⾧
さ 

里(

り) 

町(

ち
Ỹ
う) 

間(

け
ん) 

(

６
進
法 

一
間
ữ
６
尺) 

丈(

じ
Ỹ
う) 

尺(

し
Ỷ
く) 

寸(

す
ん) 

分(

ぶ) 
(

１
０
進
法 

※
１
丈
ữ
１
０
尺) 

面
積 

町
(
ち
Ỹ
う
) 

段
・
反
(
た
ん
) 

畝
(
せ
) 

歩
・
分
(
ぶ
)
坪
(
つ
ぼ
) 

(

１
畝
ữ
３
０
歩
畝
以
上
１
０
進
法) 

そ
の
他 

冊
(
さ
つ
) 

巻
(
か
ん
) 

枚
(
ま
い
) 

組(

く
み) 

人(

に
ん) 

号
・
號(

ご
う) 
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・
十
干
十
二
支 
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三 

林
家
文
書 

今
回
の
講
座
に
使
わ
れ
て
い
る
資
料
は
林
家
文
書
の
中
か
ら
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

 

林
家
に
は
な
ぜ
、「
離
縁
状
」
が
集
ま
る
の
で
し
Ỹ
う
か
。 

  

・
名
主
の
文
書 
林
家
の
説
明 

 
 

林
家
は
信
濃
国
か
ら
文
亀
年
間(

１
５
０
１
Ộ
１
５
０
４)

に
赤
尾
村
へ
移
住
し
、
村
方
開
発
を
行
う
、

代
々
里
の
⾧
と
な
ỵ
た
と
い
う
。
三
代
信
正(

図
書)

以
来
、
代
々
赤
尾
村
下
分
の
名
主
を
務
め
て
い
る
。

文
化
元
年(

１
８
０
４)

に
名
主
と
し
て
の
功
を
賞
さ
れ
１
１
代
幸
蔵(

佐
伝
治)

以
降
苗
字
を
許
さ
れ
た
。 

 
 

赤
尾
村
は
越
辺
川
沿
い
に
あ
る
こ
と
か
ら
代
々
治
水
に
努
力
を
し
て
い
る
。 

 
 

明
治
に
入
ỵ
て
も
、
赤
尾
村
戸
⾧
や
、
各
地
村
⾧
、
県
議
会
議
員
な
ど
を
輩
出
す
る
家
と
な
ỵ
て
い
る
。 

 

参
考 

埼
玉
県
立
文
書
館
『
林
家
文
書
目
録
』
昭
和
六
一
年(

１
９
８
６)

１
４
頁
等 

 

・
地
域
史
料
と
公
文
書
の
つ
な
が
り 

埼
玉
県
立
文
書
館 

 

林
家
は
赤
尾
村
下
分
の
名
主
を
代
々
務
め
て
い
た
。 

名
主 

(

前
略)

名
主
・
庄
屋
は
一
村
の
⾧
で
、
一
村
に
一
名
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
複
数
い
る
場
合
も
あ
り
、
他
の

村
の
名
主
・
庄
屋
を
兼
帯
す
る
例
も
稀
に
あ
る
。
名
主
・
庄
屋
は
、
初
期
に
お
い
て
は
戦
国
時
代
の
地
侍
(
じ
ざ

む
ら
い
)
や
浪
人
な
ど
の
系
譜
を
伝
え
る
者
が
多
く
、
新
田
村
で
は
そ
の
開
発
者
の
家
で
あ
ỵ
た
。
社
会
的
に
も

経
済
的
に
も
最
も
優
位
に
あ
る
者
で
、
世
襲
を
す
る
の
が
普
通
で
あ
ỵ
た
。(
中
略) 

 

名
主
・
庄
屋
の
任
務
は
村
方
の
全
般
に
関
す
る
事
務
で
あ
る
が
、
特
に
年
貢
の
納
入
、
戸
籍
事
務
、
道
橋
の
普

請
、村
民
の
願
書
・
契
約
書
な
ど
の
奥
書
な
ど
は
重
要
な
も
の
で
あ
ỵ
た
。特
に
年
貢
の
完
納
は
最
大
の
義
務
で
、

皆
済
不
能
の
場
合
に
は
処
罰
さ
れ
た
。
戸
籍
の
整
備
の
た
め
に
は
宗
門
人
別
改
帳
を
整
頓
し
、
村
民
の
出
生
・
死

没
は
も
と
よ
り
、
他
村
人
と
の
婚
姻
に
は
送
籍
・
入
籍
の
文
書
を
相
手
村
と
交
換
し
た
。 

(

中
略) 

領
主
が
出
し
た
年
貢
割
付
状
・
同
皆
済
目
録
の
類
、
領
主
へ
出
し
た
宗
門
人
別
帳
・
村
差
出
明
細
帳
・
諸
願
書

類
の
控
、
村
財
政
の
収
支
を
記
し
た
村
入
用
帳
、
領
主
の
布
達
な
ど
を
書
き
留
め
た
御
用
留
、
時
に
は
検
地
帳
や

助
郷
帳
の
写
、
そ
の
他
多
く
の
書
類
は
名
主
・
庄
屋
宅
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
帳
簿
類
を
入
れ
て
お
く

箪
笥
を
役
箪
笥
と
い
ỵ
た
土
地
も
あ
る
。
名
主
・
庄
屋
が
交
代
す
る
時
に
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
引
き
渡
し
、
新

任
者
は
そ
の
受
領
書
を
出
し
た
が
、
世
襲
の
家
も
多
く
、
必
ず
し
も
守
ら
れ
て
は
い
な
か
ỵ
た
。
名
主
・
庄
屋
は

領
主
に
対
す
る
貢
献
度
や
村
内
治
政
の
成
績
に
よ
ỵ
て
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
貯
水
池
を

造
り
、
社
倉
を
設
け
、
あ
る
い
は
寺
子
屋
を
開
く
な
ど
、
村
民
の
た
め
に
利
益
を
計
ỵ
た
名
主
・
庄
屋
が
あ
る
反

面
、
私
利
私
欲
を
計
ỵ
て
、
村
民
に
過
重
な
負
担
を
か
け
た
者
も
い
た
。 

(

中
略) 

明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
四
月
九
日
太
政
官
布
告
で
、
荘
(
庄
)
屋
・
名
主
・
年
寄
な
ど
は
す
べ
て
廃
止
さ
れ
、

戸
⾧
・
副
戸
⾧
と
改
称
し
て
、
従
来
の
事
務
は
も
と
よ
り
人
民
・
土
地
に
関
す
る
こ
と
は
す
べ
て
取
り
扱
う
よ
う

に
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
よ
り
種
々
の
変
遷
を
経
て
、
明
治
二
十
二
年
以
降
の
町
村
制
施
行
に
至
ỵ
た
が
、
旧
の
名

主
・
庄
屋
が
区
⾧
ま
た
は
戸
⾧
に
な
り
、
さ
ら
に
町
村
⾧
に
な
ỵ
た
例
も
稀
で
は
な
い
。
名
主
・
庄
屋
の
廃
止
と

と
も
に
、そ
の
保
管
し
て
い
た
諸
帳
面
な
ど
の
村
方
文
書
は
新
任
戸
⾧
に
引
き
渡
す
よ
う
に
通
達
し
た
県
も
あ
る

が
、
受
領
す
べ
き
人
や
場
所
の
対
応
が
不
十
分
で
あ
ỵ
た
か
ら
、
引
渡
し
は
完
全
に
は
行
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
旧
名

主
・
庄
屋
の
家
に
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
か
ỵ
た
。
こ
れ
ら
の
名
主
・
庄
屋
の
も
と
で
作
成
ま
た
は
保
存
さ

れ
て
き
た
村
方
文
書
が
、
近
世
史
研
究
上
で
は
き
わ
め
て
重
要
な
史
料
と
さ
れ
て
い
る
。(

以
下
略) 

児
玉 

幸
多
「
名
主
・
庄
屋
」『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館 

昭
和
５
４
年(

１
９
７
９) 
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・
地
域 

入
間
郡
赤
尾
村―

現
在
の
坂
戸
市
赤
尾 

 

 

 

参
考 

埼
玉
県
立
文
書
館
『
林
家
文
書
目
録
』
昭
和
六
一
年(

１
９
８
６)

巻
末  
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四 

宿
題 

 
史
料 
「
離
別
一
札
之
事
」〔
林
家
文
書
№
三
〇
四
〇
〕 

 

  

     


